
参考                           北九州市議会委員会条例新旧対照表

新 旧

（常任委員会の名称、委員定数及びその所管）

第２条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

総務財政委員会        １０人 

  略 

    技術監理局の所管に属する事項 

 企画調整局の所管に属する事項 

 総務局の所管に属する事項 

 略 

 略 

（常任委員会の名称、委員定数及びその所管）

第２条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

総務財政委員会        １０人 

     略 

契約室の所管に属する事項 

    技術監理室の所管に属する事項 

      総務企画局の所管に属する事項 

    略 

   略 


